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災害事例１    �

�

　木造家屋の屋根工事で、２階屋根上

で野地板を取り付けていた被災者（屋

根ふき工）が、足を踏み外して道路ま

で墜落した。作業現場には、屋根周り

に足場の設置や安全帯の使用できる親

綱等の安全措置が全くなかった。 �

平成19年死亡災害より�

屋根上の作業開始にあたっての点検・確認事項�
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★平成１６年から１９年の建設業における労働災害による死亡者数２，０６０人のうち８５５人が墜落によ

るもので、その中でも屋根、屋上の端からの墜落が１０７人、スレート・波板等の踏み抜きに

よる墜落が７６人で、合わせて１８３人と多い状況となっています。 �
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★多いのは、次のような災害事例です。�
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不明�
９件�

不明�
９件� その他�

２件�その他�
８件�その他�

39％�

足場�
１７％� 屋根�

屋上�
１３％�

窓・開口部�
床の端等�
１２％�スレート等�

９％�

梁・母屋�
８％�

えん堤�
１％�

塔等�
１％�

車庫�
３件�

車庫�
２件�

倉庫�
１０件�

倉庫�
７件�

工場�
４件�

工場�
３４件�

個別住宅�
４２件�

アパート�
マンション�
ビル １１件�

総件数�
５８件�

総件数�
８３件�

総件数�
８５５件�

スレート等からの踏み抜きによ

る墜落死亡災害の建屋別状況�

（７６人中、検討時調査できた５８人）�

建設業における墜落死亡災害の

発生箇所別状況�

屋根、屋上の端からの墜落死亡

災害の建屋別状況（１０７人中、

検討時調査できた８３人）�

《多発する屋根・スレート等からの墜落災害をなくそう！》�
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災害事例２    �

�

　平屋建て倉庫の解体工事中、スレート屋根の上を移動していた被災者がスレート屋根

を踏み抜き、約5.6ｍの高さから墜落しコンクリート床に頭部を強打した。（脳挫傷） �

平成17年死亡災害より�

墜落時用保護帽�

巻取り器付き胴ベルト
型安全帯�

ハーネス型安全帯�

安　全　帯�

写真の保護帽は、墜落、
飛来落下兼用のものです。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

★このような災害を防ぐためには、次のような対策をとることが必要です。�

�

①墜落時用保護帽を着装し、墜落のおそれのある箇所では必ず安全帯を使用しましょう。�
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送り出し教育の例    �

�

　１．作業所の工事概要　　２．作業所の基本ルール　　３．作業所の危険箇所          �

　４．手順に基づいた具体的な作業方法と安全対策　　　５．特に注意を要すること    

②送り出し教育と新規入場者教育を確実に行いましょう。           �

初めての現場に入る作業者にとって、現場は危険がいっぱいです。           �

危険場所や安全通路の位置、現場で決められたルール等を確実に教えます。 �
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送り出し教育実施報告書の例（（株）Ｄ社）�

�
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　新規入場者は現場に慣れないため、不安全行動を起こすことが多いので、入場後７日程度は

保護帽にシール等を貼るなどして、行動を見守りましょう。     �

�

�     �

③安全な作業手順を作業者に周知しましょう。     �

　屋根上等からの墜落防止対策をしっかりと盛り込んだ、作業手順書を事前に作成し、作業者

一人ひとりに説明し、理解したことを確認します。     �
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安全帯を掛ける箇所を明示した作業手順書の例�

資料出所：「専門工事業者のための危険性・有害性等の調査標準モデル作業手順書によるNo.1」�

（建設業労働災害防止協会）�
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新規入場者教育の例    �

�

１．工事の概要と作業所の方針    �

２．作業所内の危険箇所と立入禁止区域    �

３．担当する作業内容と安全対策（災害事例、作業手順、保護具の使用、点検を含む）   

４．作業所の基本ルールと安全心得    �

５．作業所の安全衛生方針と行事、実施事項    �

６．緊急時の避難や連絡体制、応急処置�

リスクアセスメントを取り込んだ作業手順書の例�
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④作業者の健康確認とKY活動を実施しましょう。     �

　作業者一人ひとりの毎日の健康状態を確認すると共に、作業に潜む墜落のリスクを洗い出し、

その対策を「ワンポイント」で確認します。�
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図　現地ＫＹの実践例�

資料出所：「現場所長研修テキスト」（建設業労働災害防止協会）�

�
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⑤作業開始前に安全設備を点検しましょう。     �

　作業場所までの通路を含めて、手すり等の安全性、安全ネット、安全帯の取付け設備、表示

等について点検します。     �

�

�

⑥予定外の作業となっていないか確認しましょう。     �

　前日の打合せにない作業や、作業方法の勝手な変更は大きな災害につながる可能性が非常に

高いものです。     �

�

�

⑦安全設備の復旧を確認しましょう。     �

　手すり等の安全設備をやむなく外す場合は、元請けに報告し、追加の安全対策をとってから

行います。作業中断時や作業終了時には、必ず手すり等の安全設備を復旧し、その安全性を確

認します。�

墜落のリスクを洗い出したKY活動の例�



�
�
（手すりの下から墜落しないよう中
さんを設ける）�

資料出所：「足場先行工法に関する
ガイドラインの活用の手引―７４頁」
（建設業労働災害防止協会）�

図　滑り止め用布材の設置�

�
�

資料出所：「足場先行工法に関する
ガイドラインの活用の手引―７５頁」
（建設業労働災害防止協会）�

図　墜落防止ネット設置例�

資料出所：「足場先行工法
に関するガイドラインのあ
らまし」（建設業労働災害
防止協会）�

図　屋根足場設置の例�
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⑧低層住宅等の傾斜屋根上の作業では、次の対策を講じます。�

ア）足場の建地を屋根の軒先より９０cm程度突き出し、その建地に手すり等を設けます。�

イ）親綱を設置して安全帯を使用します。�

ウ）６寸勾配以上の屋根等には屋根足場を設けます。�
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⑨ビル等の屋上の工事等では、安全帯の取付設備を設け、それに安全帯を使用して作業するこ

　とが重要です。     �

�

�

⑩天窓からの墜落を防止するために覆い蓋や手すりなどを設けます。     �

　覆い蓋は、ズレ止め等の措置を行ったものを使用します。     �
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図　天窓用開口部の養生�

資料出所：「木建工事における墜落災害防止のポイント－屋根工事編」（建設業労働災害防止協会）�
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⑪工場等のスレート屋根では踏み抜き防止の歩み板を設け、安全帯や安全ネットを使用しまし

　ょう。�
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図　スレート葺き屋根上作業での踏み抜きに対する対策例�
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⑫工場等のスレート屋根で安全ネットを建屋内部に設置することが困難な場合は、踏み抜き防

　止用の安全ネットを屋根上面にフックボルト等の留付金物を利用して張る工夫をします。     �
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　　　  写真　踏み抜き防止用の安全ネットをスレート屋根上に敷き、歩み板を使用した補修�

　　　　　　  工事の例（（株）Ａ社）�

�

ア．屋根へ材料を置かざるを得
ないときは、足場板等を敷き
詰めます。�
イ．屋根上で作業するときは、
ピンと張られた親綱を設置し、
安全帯を使用します。�
ウ．幅３０ｃｍ以上の歩み板を1
～２枚設置します。 �
エ．踏み抜いた際の墜落災害を
防止するため、安全ネットを
屋根の下にはります。�
オ．屋根に登るための昇降設備
を設けます。�
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工事名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        〕�

（   　　年　　　月　　　日）�

担当者名（　　                  　　　　）�

�

作業開始前�

　・関係者以外の立入禁止措置（ロープ等で囲う、標識）をしているか。　　□はい　□いいえ�

�・低層住宅等では屋根の端からの墜落対策ができているか。　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・屋根勾配が６／１０以上等の屋根作業に屋根足場を設けているか。　　　　 □はい　□いいえ�

�・陸屋根端部近くの作業では手すり等が適正に設置されているか。　　　　□はい　□いいえ�

�・スレート屋根上の作業では歩み板と安全帯取付設備、安全ネットがあるか。  □はい　□いいえ�

�・歩み板は巾が十分であるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・天窓は覆い蓋か手すり等が適正に設置されているか。　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・歩み板は、てんびんにならないよう確実に取り付けられているか。　　　□はい　□いいえ�

�・水平親綱は、腰高に緊張して張られているか。　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・親綱は作業者１人に１本確保されているか。　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・安全ネットがきちんと取り付けられているか。　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・屋根への昇降設備は適正なものか。　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・資格者を含む必要な人員がいるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・その他の現場必要事項（　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　□はい　□いいえ

��

ミーティング時�

�・作業者への当日の作業手順の周知はできているか。　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・強風、大雨等の時は作業を中止するか。　　　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・予定外作業を禁止しているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・新規入場者に対する安全教育の実施など安全上の配慮をしたか。　　　　□はい　□いいえ�

�・高齢作業者の配置に配慮したか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・保護帽、安全靴及び安全帯の正しい着装を指導したか。　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・屋根上の作業にあった滑りにくい履物と服装をしているか。　　　　　　□はい　□いいえ�

�・安全工程打合せ会を踏まえた指導に漏れがないか。　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・作業者の健康状態を確認したか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・ＫＹ活動等を行ってから作業を始めたか。　　　　　　　　　　　　　　□はい　□いいえ�

�・その他の現場必要事項（　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　□はい　□いいえ�

�

（本リーフレットは厚生労働省の委託により建設業労働災害防止協会が作成したものです。）�

�

建設業労働災害防止協会　東京都港区芝５丁目３５番１号　ＴＥＬ０３－３４５３－８２０１�

（平成２２年２月）�
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